
長崎県病床機能分化・連携推進事業実施要領 

 

 この要領は、長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金実施要綱にかかる病床機能分

化・連携推進事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定める。 

 

１．概要 
地域医療構想の実現に向けて、各医療圏において不足する医療機能への転換等、病床機能

の分化・連携を推進するための施設及び設備の整備等を行う病院、診療所、法人に対し、必

要な経費の一部を支援する。 

 

２．補助事業の内容等 

 補助事業の内容等については、別表１、及び別表２に掲げるとおりとする。 

 

３．補助の条件等 

（１）既に転換済みの病床は対象としない。 

（２）原則として、交付申請年度内に事業を完了することとする。ただし、施設整備におい

て、事前の計画に基づき複数年度に渡る場合は、出来高に応じて補助する。 

（３）補助事業について、地域医療構想に沿った内容であることを確認する観点から、原則

として地域医療構想調整会議において必要性を協議したうえで補助事業者の決定（内示）

を行う。（再編統合等の計画策定にあたって必要となる経費への補助事業は除く） 

（４）地域医療構想調整会議での協議において、対象医療機関の説明や資料の提出を求める

場合がある。 

（５）補助金の交付の申請をするにあたって、交付の決定前に申請者の責任においてやむを

得ず事業に着手する場合は、事前着手届を知事に提出すること。 

 

４．補助額の計算例等 

（１）標準スケジュール 

 

（２）補助額計算例 

 急性期病床を回復期病床に２０床転換するため、病棟を改築。リハビリテーション用医療機器等を購入。必要

事業調査票提出（工事・備品購入予定より約１年以上前） 

担当部局への相談・申請 

 
地域医療構想調整会議において議論 

 
補助額の内示・交付申請 

 
工事・備品購入 着手 

工事・備品購入 完了 

事業の完了報告 

 

補助額の請求等 

 



な事業費の内訳は、施設整備費１００，０００千円、設備整備費１２，０００千円とする。 

 

 ・施設整備補助金 

   補助基準額 ２０床×５，７６１千円＝１１５，２２０千円 

   事業費との比較 １００，０００千円＜１１５，２２０千円（事業費を採用）  

補助額 １００，０００千円×１／２＝５０，０００千円 

 ・設備整備補助金 

   事業費との比較 １２，０００千円＞１０，８００千円（補助基準額を採用） 

補助額 １０，８００千円×１／２＝５，４００千円 

 ・補助額合計 

   ５０，０００千円＋５，４００千円＝５５，４００千円 

 

 



別表１

補助事業名 補助対象者 補助対象経費 補助基準額 補助率 備考

（１）施設整備費 （１）新築・増築

（２）改築・改修

（２）設備整備費

別表２に定める地域医療
構想の実現に向けて、不
足する医療機能への転換
等、病床機能の分化・連
携を推進するために必要
な設備の整備費

※補助対象の備品購入費
が基準額を下回る場合
は、備品購入費を基準額
とする。

（１）施設整備費 （１）新築・増築

（２）改築・改修

（３）再編統合等計画策
定事業

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者

（１）医療機関の再編統
合（ダウンサイジング・
機能の転換・分化・連
携・集約化）等を実施す
るための計画策定等に要
する経費（報償費、旅
費、需用費（消耗品費、
印刷製本費等）、役務費
（通信運搬費）、使用料
及び賃借料、委託料（調
査分析・事業計画策定経
費、コンサルタント業務
委託費）その他病院間協
議にかかる費用等）

１箇所あたり　２，００
０千円

定額（２，０００千円上
限）

・複数医療機関の再編統
合等に限る。

（１）病床機能再編等支
援事業

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者

２分の１以内（ただし、
複数医療機関による再編
等で、かつ、新築・増築
の場合は３分の２以内）

・地域医療構想調整会議
の協議結果に基づくもの
で、複数医療機関による
再編等で直接には病床機
能の変更を伴わない病床
だが、当該病床機能の集
約に必要と認められる施
設・設備整備を含む。

整備する病床　１床あた
り　９，０００千円別表２に定める地域医療

構想の実現に向けて、不
足する医療機能への転換
等、病床機能の分化・連
携を推進するために必要
な新築・増築・改築、及
び改修に要する工事費又
は工事請負費（土地の取
得や設計その他工事の事
務に要する費用等は除
く）

整備する病床　１床あた
り　５，７６１千円

・ただし、３０床を上限
とする。

※補助対象の工事費又は
工事請負費が基準額を下
回る場合は、当該工事費
又は工事請負費を基準額
とする。

（１）医療機関あたり
１０，８００千円

（２）病床の適正化支援
事業

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者

２分の１以内（ただし、
複数医療機関による再編
等で、かつ、新築・増築
の場合は３分の２以内）

・各医療圏において不足
する機能の病床削減につ
いては、地域医療構想の
達成に必要なものか調整
会議で協議の上判断す
る。

削減する病床　１床あた
り　９，０００千円別表２に定める地域医療

構想の実現に向けた病床
削減に伴い、新たな取り
組みを実施するために必
要な新築・増築・改築、
及び改修に要する工事費
又は工事請負費（土地の
取得や設計その他工事の
事務に要する費用等は除
く）

削減する病床　１床あた
り　５，７６１千円 ・４区分の病床を10％

以上削減することを要件
とする。（平成30年７月
１日時点で休棟中の病床
は、対象とならない）

・ただし、３０床を上限
とする。

※補助対象の工事費又は
工事請負費が基準額を下
回る場合は、当該工事費
又は工事請負費を基準額
とする。

・介護保険制度に係る施
設への用途変更は対象と
ならない。

（２）設備整備費 （１）医療機関あたり
１０，８００千円

・医療機関の廃止（廃
業）のため病床を削減し
他用途へ変更する場合は
補助の対象とならない。

別表２に定める地域医療
構想の実現に向けた病床
削減に伴い、新たな取り
組みを実施するために必
要な設備の整備費

※補助対象の備品購入費
が基準額を下回る場合
は、備品購入費を基準額
とする。



（４）地域医療連携推進
法人設立事業

２分の１以内 ・病床機能分化・連携に
係る費用に限る。

・地域医療連携推進法人
設立前後の３年間を上限
とする。

（５）施設・設備の処分
に係る損失補助事業

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者

（１）病床削減に伴い不
要となる建物や医療機器
の処分に係る損失

自主的なダウンサイジン
グに伴い、不要となる建
物（病棟・病室等）や不
要となる医療機器の処分
（廃棄、解体又は売却）
に係る損失

・医療機器については、
廃棄又は売却した場合に
発生する損失のみを対象
とし「有姿除却」は対象
としない。

・建物については、廃棄
又は売却した場合に発生
する損失を対象とする
が、法人税法上「有姿除
却」として認められる場
合に限り、廃棄又は売却
を伴わない損失（固定資
産除却損）についても対
象とする。この場合、翌
年度以降、解体する際に
発生する損失（固定資産
廃棄損）についても、対
象とする。

・「固定資産売却損」に
ついては、関係事業者へ
の売却は対象外とし、第
三者への売却のみを対象
とする。ただし、複数の
不動産鑑定士や専門業者
の鑑定状況を踏まえた、
市場価格と大幅な乖離が
ない場合（売却後に「購
入者が未使用」又は「売
却者が継続使用」する場
合を除く。）は、関係事
業者でも対象とする。

※ 関係事業者とは、医

療法第51条第1項に定め
る理事長の配偶者がその
代表者であることその他
の当該医療法人又はその
役員と厚生労働省令（医
療法施行規則第32条の6

第1項第1号）で定める
特殊の関係がある者をい
う。

（６）早期退職制度活用
補助事業

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者

（１）早期退職制度の活
用により上積みされた退
職金の割増相当額

※補助対象の実支出額が
基準額を下回る場合は、
実支出額を基準額とす
る。

長崎県内に立地する病
院・診療所の開設者、及
び長崎県内に設立した地
域医療連携推進法人の代
表者

（１）地域医療連携推進
法人の設立の為に必要な
法人運営、及び体制整備
にかかる費用

地域医療連携推進法人の
設立等に必要な費用とし
て認める額

・地域医療構想調整会議
で合意が得られた計画等
に基づくものに限る。会議費、説明会費、法人

事務局経費（法人設立経
費を含む）共同研修に係
る経費、調査分析・事業
計画策定費用等

地域医療構想の達成に向
けた機能転換やダウンサ
イジングに伴い退職する
職員に対し、早期退職制
度（法人等の就業規則等
で定めたものに限る）の
活用により上積みされた
退職金の割増相当額

長崎県地域医療構想の公
示日（平成２８年１１月
１１日）前に取得（契
約）した建物及び医療機
器の処分に係る損失（財
務諸表上の特別損失に計
上される金額に限る）

２分の１以内 ・対象となる勘定科目は
固定資産除却損（固定資
産を廃棄した場合の帳簿
価額及び撤去費用）、固
定資産廃棄損（固定資産
を廃棄した場合の撤去費
用）、固定資産売却損
（固定資産の売却価額が
その帳簿価額に不足する
差額）をいう。

（１）早期退職制度を活
用する職員１人あたり
６，０００千円／人を上
限とする。

２分の１以内 ・病床機能分化・連携推進
事業又は病床機能再編支
援事業と併せて実施する
場合に限る。



別表２

補助事業名 補助対象事業

（１）病床機能再編等支援事業 （１）既存の病床機能を転換して、地域で不足する回復期病床（回復期リハビリテーション病棟・地
域包括ケア病棟及び県が適当と認めるもの）等を整備するもの。

（２）地域医療構想調整会議の協議結果に基づいて、地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・
連携のための整備を行うもの。

（２）病床の適正化支援事業 （１）過剰な病床を削減し、他用途へ変更するもの。

（２）病床の適正化に伴う外来機能の強化に係るもの（診療所等の整備を含む）

（３）継続する医療機能強化に係るもの
　　　①　患者の療養環境改善
　　　②　医療従事者の職場環境改善
　　　③　衛生環境改善
　　　④　業務の高度情報処理化及び快適環境の整備
　　　⑤　乳幼児を抱える患者の通院等のための環境整備
　　　⑥　その他適当と認められるのもの）


